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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年１０月２５日（火）午前９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後１時４８分　閉会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員
委 員 長 野口　博  副委員長 川端福江  委　　員 村上英明
委　　員 三宅秀明  委　　員 上村高義  委　　員 三好義治

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
市　長　森山一正 副市長　小野吉孝
市長公室長兼会計管理者　乾　富治　　市長公室次長　山本和憲
秘書課長　池上　彰 政策推進課長　山口　猛　　人事課長　石原幸一郎
人権女性政策課長　牛渡長子　　同課参事　中村実彦
総務部長　有山　泉 同部次長兼財政課長　北野　人士
同部参事　山口　繁 総務課長兼選挙管理委員会事務局長　日垣　智之
防災管財課長　西川　聡　　情報政策課長　柳瀬哲宏 市民税課長　川崎　敏康
固定資産税課長　中西利之　納税課長　野村眞二　 工事検査室長　宮木茂実
会計室長　小谷田　博子
監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　豊田拓夫
消防長　北居　一 消防本部次長兼消防署長　熊野　誠
総務課長　納家浩二 同課参事　木下正雄 警備第１課長　樋上繁昭
同課参事　松田俊也 警備第２課長　明原　修 同課参事　堤　仁志
予防課長代理　橋本雅昭

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局総括参与　野杁雄三

１．審査案件（審査順）
認定第１号　平成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件分所管分
認定第５号　平成２２年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前９時５８分　開会）

○野口博委員長　ただいまから総務常任

委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、川端委

員を指名します。

　先日に引き続き、認定第１号所管分の

審査を行います。

　１０月２０日の委員会での三好委員の

質疑に対する答弁の中で１つ、一時借入

金の借入状況にかかわる答弁及び開発公

社貸付金について、２つ目に監査に関連

して、工事技術調査業務委託料の未執行

問題の以上２点について、補足答弁をし

たい旨の申し出がありますので、発言を

許可いたします。

　最初に、有山部長。

○有山総務部長　一時借入金の借入状況

の問いについて補足をさせていただきま

す。決算概要２３ページ、一時借入金の

借入状況で財産区積立金からの借入金に

ついて、平成２２年４月２２日から平成

２２年９月３０日及び平成２２年４月２

２日から１０月２２日となっております。

このうち１０億４，０００万円につきま

しては、摂津市土地開発公社が平成２２

年度前期分まで借り入れを行っておりま

した銀行４行と、市水道部からの借入金

を返済し、平成２２年度後期からは新た

に財産区財産から借り入れを行ったもの

でございます。摂津市土地開発公社決算

書では、平成２２年度摂津市土地開発公

社貸借対照表で、その旨を記載しており

ますが、平成２３年３月３１日の決算日

現在を表記しており、借入先として財産

区と明記いたしております。委員御指摘

のように財産区特別会計から通年借り入

れをしたように見えるつくりとなってお

ります。財産区財産特別会計積立金につ

いては、上半期は一般会計で一時借り入

れを行い、下半期から土地開発公社の短

期借り入れとしたものでございます。土

地開発公社の平成２２年度決算書内訳も

決算状況が決算日の定点となっており、

借入先の変更が表組みからはわかりにく

いものとなっておりました。これらのこ

とから質問をいただきました点につきま

して、今後、土地開発公社の決算内訳に

借り入れ機関を明示するなど決算概要と

同様の表記に改めることを検討してまい

りたいと考えております。

　以上、一時借入金に関する補足答弁と

させていただきます。

○野口博委員長　続きまして、豊田監査

委員事務局長。

○豊田監査委員事務局長　先日の委員会

での答弁で御質問の趣旨と相違した答弁

になったことから、再度御質問の趣旨に

沿ってご答弁申し上げたいと思います。

　市営住宅工事などにおきます技術面で

の検査は、受託者や担当課によるもの、

設計監理委託によるもの、また工事検査

室による検査においてされており、工事

における検査体制については問題ないも

のと考えております。監査といたしまし

ては、今申し上げましたように工事検査

室をはじめとする検査体制が多面的に整っ

ていることから工事技術調査業務委託料

については執行しなかったものでござい

ます。御質問の趣旨の理解が誤っており

ました。大変申しわけありませんでした。

○野口博委員長　引き続き、質疑に入り

ます。

　三好委員。

○三好義治委員　それでは２回目の質問

をいたします。できるだけ要望に持って

いきたいと思いますが、質問の部分も含

めてよろしくお願いいたします。

　１回目で質問いたしたのは、トータル

２２項目になっておりまして、ただ期間

も過ぎていて、またピントがずれている
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ことになるかもわかりませんが、御容赦

いただきたいというふうに思います。ま

ず１点目の財政運営について、これにつ

きましては、平成２２年度２億３，００

０万円の黒字であるということの中で、

たばこ税９億７，０００万円を大阪府へ

交付する、その動きについて質問させて

いただきました。私は平成２２年度、土

地開発公社も含めて、オール会計で見た

ときに、まず土地開発公社につきまして

は、今、簿価額が２１億４，０００万円

となっております。その中で一番単価の

高い土地が今、平米当たり簿価で５０万

２，３１６円という南別府の土地があり

ます。この土地を平成２２年度でなぜそ

ういった土地開発公社の経営健全化と、

それから一般会計を含めてできなかった

のかなということをまず２回目の質問で

させていただきたいというように思って

おります。

　実際にこの財政の黒字化に持っていっ

たのも、それぞれの特別会計に対しての

繰出金、並びに公債費の支出が多い、扶

助費が上がってくるということは先般も

指摘をさせていただいて、公債費の改善

は次長から答弁いただきましたので、そ

れはそれでやっていただいたらいいと思

うのですが、もう一方での特別会計への

繰り出しについて、これにつきましても、

これからまた改善をお願いしたいなとい

うふうに思っております。

　平成２２年度、非常に厳しい状況の中

での、やりくりの中での２億３，０００

万円の黒字という部分が、非常に私はやっ

ぱり気がかりになっておりまして、確か

に基金の積立額が６０億円ぐらいまで基

金を温存したという背景はわからないこ

とはないのですが、一方では土地開発公

社だけとらまえますと、補助金２，５０

０万円。その中で給付金を７７０万円に

し、それから利益額１，７７０万円、こ

れについて準備金のほうに充当させて損

益を減らしたような形には見えています

が、現在の土地開発公社の簿価額の中で、

給付金を充当しているから、この簿価額

はこれ以上はふえない状況でございます。

しかしながら財産区財産から借入金をし

ているとか、いろいろやっぱり一般会計

から支出しています。ですから平成２２

年度でおきますと、この土地開発公社の

保有されている完全な塩漬け土地で、収

入が入ってるのは今さておきながら、別

府公園なんかは早急に買い戻しをしてお

くべきだったというように思うのですが、

この点についての見解をお聞かせいただ

きたいというふうに思います。

　土地開発公社の２，５００万円につき

ましては、本当に本来覚書を交わさなけ

ればならないのですが、条例の中の補助

金でその辺の運用はできているというよ

うに伺っておりますが、２，５００万円

の補助金を土地開発公社に渡して、補給

金は七百七十数万円でございますが、１，

７７０万円を準備金のほうに入れるのは

いかがなものかなというふうに私は一方

では思っております。この点についての

見解もお聞かせいただきたいと。補助金

が目的外で使用されるのだったら、逆に

返還していてもいいのではないかなとい

うような気持ちを持っておりますので、

この見解についてお聞かせいただきたい

と思います。

　市債の発行の考え方につきましては、

今２６７億７，０００万円で第４次行革

ずっとやっていって、これから１５億円

ぐらいの市債発行基準を定めて、これか

ら数年後には２００億円を切るという、

この中期財政見通しについては、これは

私も了解いたしますし、いいことをやっ

ていただいているということの中で、今

－3－



後もやっていただくよう要望しておきま

す。

　健全化判断比率については、今見てい

たら、これも大概過去３年間でいろいろ

やっていますがやはり気になってくるの

は経常収支率が非常にまた上がってきて

いるという中でのさらなる財政運営の努

力をしていただきますよう、これも要望

しておきます。連結赤字比率もそういう

ことですね。

　それから市債発行手続と、それから一

時借り入れについては、いかにもマンネ

リ化し過ぎているん違うかなというふう

に、私は思っております。確かに市債発

行手続については、先般言われているよ

うに許可制度から同意制度に変わっても、

国の同意書がないことにはなかなか市債

発行がかなわないと。そういうことだけ

れども、当年度で市債を発行した分には

許可、もしくは同意が要るけれども、摂

津市の今の市債額の推移を見ますと過去

借りている部分の中で公債費の返還もあ

わせて考えなければならない部分がある

んですが、この点はもう少しスピーディ

に対応できないものか。これも研究して

ください、この部分については。

　一時借入金については、基金があるか

ら、この３月末からの出納閉鎖期間に一

時借り入れを行っているという余りにも

マンネリ化して、発行し過ぎているん違

うかなと。本来は、歳入に見合った歳出

を考えていただくというのが基本的なこ

とだと思っております。将来的にはプラ

イマリーバランスを確保しながら財政運

営をやっていくと。その中で、今は基金

が当初五十数億円あったから、条例の中

で一時借り入れを５０億円までできます

という、我々も許可はしていますけれど

も、それが余りにもマンネリ化しますと、

中期財政見通しを見ると、平成２５年近

くになると基金が枯渇する、こういう状

況になってくる中で、今の財政運営で財

源が不足しているときに一時借り入れで

賄ってくるとなると、今基金があるから

まだ会計間同士のやりとりだけで済むの

ですが、これがなくなってくると市中銀

行から借りなければならないという状況

になってまいります。

　それを防止するためにも今からそういっ

た一時借り入れという枠組みを何とか削

減しながら財政運営に取り組むべきだと

いうふうに思っているんですね。会計間

同士だから、基金から借りて、その分の

利息だけ払ったらいいというようになる

けれども、その間は本来だったら、基金

運用を考えるのだったら、要は市中銀行

に預金しておけば、その分だけの利子分

は入ってまいります。だからこういった

運営ができないのものか、こういったこ

とについて、御答弁をいただきたいとい

うように思います。

　それと、市債の借入先が指定銀行であ

るにもかかわらず、金利が１．９９％と

なっているこの質問に対してですが、い

ろいろ例えば御答弁いただいた公共下水

道の資本費平準化債につきましては、そ

れぞれ入札を行って低金利の０．９４５

％とか０．９７％とかで借りているとい

うような一方での現状もあります。この

指定銀行の１．９９％。努力と過去の経

緯もわからないことはないのですが、や

はりこの時代になっているときに、今の

この１．９９％ということについて、当

局としてこれが今後努力できないのかと

いうことについて改めてお聞かせいただ

きたいというように思います。

　ほかのところと比べると、非常に高い

ところから借りているので、この点につ

いては、財政、もしくは会計室からお聞

かせいただきたいというように思います。
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　それから、東日本大震災後の摂津市の

防災対策はどんな動きをしてきたかとい

うことの中で、それぞれ防災管財課のほ

うからは民間の企業とこれから締結して

いくという動きがあるように伺えました

し、一般質問で言いましたが、防災管財

課がやはり中心となって、安威川以南に

ついてはやっぱり水害というのが非常の

やっぱり意識をしていかなければならな

いと。

　今たまたまタイの地域を見ますと大変

洪水で、私も知り合いの企業がそういっ

た状況になっている中で、非常な対策を

講じなければならないと。この摂津市の

状況を見ますと、安威川、今の防災資機

材を置いているのが１８か所。それぞれ

公共施設への避難場所も指定はしており

ますが、まずできることから取り組むと

いう姿勢と、どこでも安心ということを

もっとやっぱり発信すべきだというよう

に思っております。

　そういった中で、備蓄品について今の

備えで不足している部分は防災管財課と

して、どういったものが不足し、今後ど

ういうことを考えていくのかというにつ

いてお聞かせいただきたいと思いますし、

消防としてライフジャケットがやはり消

防団に対して必要だというように伺いま

して、私も東日本、並びに新潟の中越地

震、それから台風１２号、１５号を見る

と、そういった装備の必要性は十分皆さ

ん方わかるというふうに思っております。

ライフジャケットはぜひ装備としてつけ

加えていただいたらいいと思いますが、

それ以外のは消防として東日本大震災や

水害の状況を見て、今摂津の消防本部と

消防団としてどういったことが必要なの

が双方お聞かせいただきたいというふう

に思います。

　消防団に市の職員と議員が入っている

部分についてですが、市の職員について

は地公法で定めてられているというふう

に伺いました。議員については法律上で

消防団員になってもいいというふうには

うたわれているが、その経費については

やっぱりグレーゾーンだというような御

答弁をいただきました。消防としてその

辺を精査して、今後あるべき姿にもって

いっていただきますよう、これは要望し

ておきます。

　それと消防指令業務の共同運用につい

て、消防からの見解というのは吹田と摂

津で協議をして固めていきたいというよ

うな御答弁をいただきました。本来、政

策として摂津が抱えている課題を将来的

に考えていくときに、これをコンセプト

にしながらいろんな諸課題を解決できな

いかという質問をしたつもりだったので

すが、消防の見解がそういったことです。

一方での政策として茨木・摂津がいいの

か、吹田・摂津がいいのか、そっちのほ

うの見解を改めてお聞かせいただきたい

というように思います。

　それから救急搬送に時間がかかり過ぎ

ているということで、三島圏内での高槻、

茨木、それから島本の状況を伺いまして、

それについては約１５分程度、それぞれ

どこの市町村もかかっているというふう

に伺いました。私もう一方では１分１秒

たりとも待たしてはならないという意識

を持ちながら、やはり医療機関との連携

等やらなければならないと。大きな課題

として、三島圏の医療というのは、よそ

よりも高度医療機関がそろっていて、摂

津市においては充実しているというよう

に、これまで保健福祉のほうからも伺っ

ておりましたが、ただ今の実態を見ます

と、摂津市内での搬送実態が非常に悪化

してきていると。これについて消防にこ

の質問というのは大変無理なものなので、
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これについては保健、それから消防を含

めて、やはりこの実態を精査しながら、

摂津の市民のやっぱり安全確保のために

やっぱりもう一度調べていただいてやる

ように、これは要望しておきます。ここ

で消防に聞いても消防も手が出せない部

分がありますので、これについては全庁

をあげて取り組んでいただくよう、要望

しておきますのでよろしくお願いいたし

ます。

　それから、消防職員、消防団の装備と

いうのは、先ほどの防災管財課をあわせ

て言っておりますので、双方の見解をお

聞かせいただきたいと思います。

　三島の市営住宅の土地の有効活用につ

いては、やはり十四億数千万円もかけて

市営住宅の整備を行っております。その

温水プールの横にある三角地２，００５

平米について。これは幼児プール、並び

に温水プールの次の代替地として確保し

ているというように伺っておりますが、

今の公共施設整備事業計画、並びに中期

財政見通しを見ますと、そういった整備

計画がまだ入っていない状況でありまし

て、察するところ、これは優先順位から

相当の後のほうだなと。と言いますのも

温水プールのほうは屋上の防水も外壁も

それから水槽も全部ここ数年でもう整備

してまいってるというように伺っており

まして、この三角地をそのまま遊ばせる

と、それこそ今後市営住宅から眺めると

草ぼうぼうであるし、今の実態からいき

ますと、十高線のところに温水プールの

利用者が車をとめて、あの横断歩道を渡っ

てこられております。夜間になると幼児

の方々が親御さんに手をつながれて行っ

ている姿を見ると非常に危険な状況でも

あるし、土地の有効利用を考えると、あ

の三角地を温水プール利用者、並びに市

営住宅の利用者、さらには三島地域の方々

の利用ができるような駐車場への開発と

いうのが平成２２年のときに考えられな

かったのかということについて見解をお

聞かせいただきたいというように思いま

す。

　それと市営住宅の政策空き家の考え方

については、摂津市内で大規模災害があっ

たときに、今、実質はそういったところ

で被災者が入居できるのは３室だけの現

状でございます。だから、この３室は本

当に充足しているのか、今度、三島の市

営住宅になると、また政策空き家を確保

していくのか、この辺については３室が

いいのか、５室がいいのか。これについ

ては、またいろんな状況を踏まえてよく

検討してください。これについては要望

しておきます。

　それから、市営住宅使用料の歳入未済

額については、法的債権放棄、並びに不

納欠損の時効がないという御答弁をいた

だきました。ただ、近隣市を見ますと、

この市営住宅については、その部分につ

いては家賃滞納整理要綱を作成している

市が結構あります。私はここで言ってい

るのは何でもかんでも取り立てて、それ

から退去命令を出せと言っているわけと

違うんですね。会計の仕組み上でも他の

税とか保険も含めながら、考えるときに

これは公共料金ということを考えたとき

に、やはり滞納されている方については、

それなりにやっぱりペナルティを科さな

ければならない。そのペナルティを科す

前に市営住宅家賃納付指導協力依頼とい

うのをよそではつくっております。

　実際に総務部の防災管財課のほうに所

管が移ったのはこの４月からで、それま

での部分でどういう処置をしてきたのか

ということについて問うのは非常に酷だ

というふうに私は思っていますが、やは

り１７０万円ためているところ、１６０
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万円ためているところについては、私が

今言っているのは決算上から言っている

だけであって、この方々、並びに１２世

帯についてはやっぱり訪問しながら、今

の払えない実態をぜひ防災管財のほうが

今後取り組んでいただいて、生活が本当

に困窮しているんだったらアドバイスも

してあげながらできるだけ納付の方向に

向かっていただくよう、要望しておきま

す、これにつきましてはね。

　ただ、こういったいろんな他市で取り

組んでいることがあるので、今度、三島

の市営住宅がもう入居が開始される月に

もうすぐなります。だからそのときに入

居される方に最初そういったことを徹底

をされて、今残っている市営住宅の方々

にも改めてそういったことを通知すると、

こういった手続を踏んでいただくよう、

要望しておきますのでよろしくお願いい

たします。決して追い出すことが目的と

違うんですよ。住んでいただきながら、

できるだけそういった生活実態を踏まえ

て、分納なり、何らかの形でできるよう

なことをより検討してくさだい。

　それから指定管理者制度については、

きょうは決算で私質問しておりまして、

私は平成２２年度の１年間の動きで指定

管理者制度として、行政として、方向性

を出して、それから取り組んでいますか

という質問をさせていただきました。平

成２３年度はそれなりに動いているとい

うことでございますが、これもうずっと

言い続けてもう３年になりまして、それ

なりの動きがあるので、これにつきまし

ては期待しておきます。また、次の機会

にこの動きについて追跡して、そこで働

いているプロパー職員の雇用の確保、並

びに経営健全に向けての取り組みについ

て、また質問させていただきたいという

ふうに思います。これについては要望し

ておきます。

　それとパートタイマー等退職金共済負

担金についてですが、市のほうからのパー

トタイマー退職金共済費の負担について

は４２名が平成２２年度で加入していた

ということで、こういった非常勤職員の

福利厚生、並びに処遇についてはより検

討しなければならないというふうに私は

思っておりますが、ただこういった共済

費にかかわる部分については一方ではい

かがなものかなというふうに思っており

まして、一定の見直しも必要だというふ

うに思っております。これについての見

解をお聞かせいただきたいというふうに

思います。

　それと工事検査とそれと監査の工事技

術調査業務の委託料についてですが、市

営住宅というのが、高額な建物で検査員

室としては頻繁に検査も行かれたという

ことを伺いました。いろんな建物があっ

たときの判断基準としては、今工事検査

がやっているように、以前指摘したよう

に１つの案件があったら、工事工程をも

らい、それから図面を見ながら原課と調

整をして、いつどのタイミングで検査を

していくかというのが、今はやられてい

るというように伺っておりますので、工

事検査員室がこのままそういったことを

継続してやっていただくよう要望してお

きます。

　監査につきましては、先ほど訂正の答

弁をいただいたのですが、私は監査が事

業を抱えるのはいかがなものかというよ

うな質問をしているんですね。これにつ

いては、要は工事技術調査業務委託料と

いうのは、一方では市民から請求が来た

ときにそういった書類を持っておかなけ

ればならないのは十分理解できます。で

すから、この予算については工事検査員

室に持ってもらうか、もしくは建築担当
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の都市整備部、もしくは土木下水道部に

持っていただいて、監査からそういった

原課に対して、この件については所管が

持って検査をしとけよというような指導

をする立場の中で運用してくださいとい

うことをずっと長年言ってきているんで

すね。ですからそういったことで、そう

いう考え方をお持ちだというふうに伺っ

たというふうに思いますので、この点に

ついてはそういったことを今後また検討

してください。これはもう答弁要りませ

ん。

　以上で２回目の質問を終わります。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　財政運営にかかわり

ます御質問４点について、お答えします。

　１点目でございます。

　土地開発公社の健全化ということで、

具体的に別府の用地の問題の御指摘でご

ざいます。別府の用地は公園用地といた

しまして、平成４年１０月２１日に先行

取得したものでございます。当初の取得

価格は２億１，６１１万３，０００円で

現在簿価は２億７，０８２万８，０００

円になっております。これの買い戻しの

計画でございますが、過日の答弁でも申

し上げましたが、財政といたしましては

建設事業費の起債枠１５億円。これは念

頭に置いております。この起債枠１５億

円の中で、建設事業はでこぼこがござい

ますので、この辺のすき間を見ながら都

市整備部と十分協議しながら、この用地

について速やかに買い戻しをいたしてま

いりたいというふうに考えております。

　２点目、公社に対する利子の補給金の

問題でございます。今現在、御質問にも

ございましたように４件、土地開発公社

が持っておりまして、その簿価が２１億

４，０００万円ございます。これに対し

まして、当初の取得額は１７億８，００

０万円でございます。差し引きしますと

３億６，０００万円利息が乗っておると

いうことでございますので、現在平成１

９年から２，５００万円。この決算で４

年間となりますと１億円入れてまいった

わけでございますが、単純に考えますと

まだ公社に対して２億６，０００万円の

利子補給不足分があるということでござ

いますので、今回の補助金は借り入れを

減額しておりますので、全額その利子の

軽減に充てられたという理解をいたして

おります。

　３点目でございます。

　一時借入金を何とか減額できないかと

いうような御質問でございます。過日の

答弁で建設事業の多くは年度末竣工で借

り入れがその時期に集中するというのは

御答弁させていただきましたが、特に建

設事業でないような起債。臨時財政対策

債。これは交付税算定が７月、８月にか

けて行われますので、算定結果によって

いわゆる許可額、同意額が確定されてる

ということでございます。本年もできる

だけその会計室と連携しまして資金不足

が陥る年末に向けて借り入れを早く起こ

す。もちろん金融情勢も見ながら借り入

れを起こすということで、臨時財政対策

債について１０月借り入れを一応国のほ

うに要望し、実行する予定になっており

ますので、今後においてもいろんな起債

を機動的に発行し、会計の資金ショート

の需要にあわせていき、一時借入金の減

額に努めてまいりたいというふうに考え

ております。

　４つ目でございます。

　指定金融機関から縁故債として借り入

れているレート、平成２２年では１．９

９％でございますが、指定金との長期に

わたる関係性から縁故債の約半分を指定

金に引き受けていただいているところで

－8－



ございますが、これも２つ指定金に引き

受けていただくような理由がございまし

て、１つはいわゆるペイオフ対策でござ

います。平成２３年の５月末で見てまい

りますと債権、いわゆる預金ですが、こ

れが６７億円程度指定金にございます。

一方、債務ですね、市債のほうが全体と

して１１３億円ございます。それと後、

キャッシュのほうですね、この時点の。

これが２３億円ぐらいありますので、こ

の辺が債権債務を均衡させて一応ペイオ

フに備えるという意味合いも１つござい

ます。もう１点が過日の答弁で申し上げ

ました、いわゆる指定金の事務負担コス

ト、派出職員の問題でございますとか、

口振りの振込手数料の問題。この辺もご

ざいまして、金利としてはいわゆる競争

に出すよりも今回で言いますと１％超え

の状況にあるということでございます。

あと、今後について、またこれも指定金

との協議になるんですが、財政方といた

しましては、できるだけ外に出すボリュー

ムをふやしてまいりたいというように考

えておりますが、これも指定金との協議

がございますので、方向性としてはそち

らのほうに向いて、今後も取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　１点目、東日本大

震災にかかわる備蓄品の不足分について

の考え方についての質問にお答えします。

　摂津市が平成２３年度４月現在で備蓄

しております重要物資といましては、大

阪府が示します目標値を超えるものでご

ざいまして、アルファカ米等１万７，０

００食余り、また高齢者用食１，０００

食、粉ミルク１７５人分、それから哺乳

瓶１４０本、毛布４，０００枚、オムツ

２，２００個余り、生理用品等、あと簡

易トイレ等を備蓄しております。東日本

大震災を受けまして、行政が抱える備蓄

としましてはこれが十分かというのはちょっ

と疑問は我々としては残っております。

また、あとボートであるとか、水、そう

いうものも備蓄は必要であると考えてお

ります。ただし、やはり備蓄品につきま

しては、特に食料品に関係しますものに

つきましては賞味期限がございまして、

常にランニングコストが伴うものでござ

いますので、その辺のかんがみながら今

後の備蓄のあり方については検討してい

きたいと思っております。

　それから同時に今、行政側では備蓄物

資としては十分でないことから、市民の

方々にもやはり３日分の備蓄のほうはお

願いしてまいりたいと思っております。

　続きまして、三島住宅横の跡地の有効

利用について、当初から開発を考えられ

なかったのかについて、お答えいたしま

す。三島住宅横の有効利用につきまして

は、現在三島住宅の工事の現場事務所と

して利用しておりますが、今後三島住宅

が建った後では有効利用は非常に重要か

と考えております。その当時はやはり進

入路の問題があったかと思います。現在

進入路として考えられますものは、三島

住宅に入る緊急路、それから現在の現道

を利用した中の進入路ということになり

ますが、かなり周辺へ影響を考えますと、

それらの選択というのはなかなか難しい

かと思っております。これから考えられ

ます進入路としましては、水路を利用し

た進入路になりますが、それぞれの管理

者、例えば水路の下には流域の下水道管

が入っておりますし、水路の管理者もご

ざいますので、協議を進めて検討してま

いりたいと考えております。

○野口博委員長　乾市長公室長。

○乾市長公室長　本市の非常勤をパート

タイマー等退職金共済制度に加入させて、
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退職時に退職金を支給していることにつ

いて、少し問題があるのではないかとい

うこと御指摘について御答弁させていた

だきます。

　地方自治体が雇用する非常勤職員に退

職金を支給することにつきましては、パー

トタイマー等退職金共済制度に加入させ

ているか否かは別といたしまして、幾つ

かの自治体で裁判などが行われまして、

ケースによっては適法とするもの、ある

いは不適とするものがあると聞いており

ます。本市といたしましては、不適とさ

れた判決があることを重く受けとめて今

後早急に調査し、問題点を解消する方向

で検討してまいりたいと考えております

のでよろしくお願い申し上げます。

　それから消防に限らず、市として広域

行政といいますか、他市との共同につい

てどのように考えているのかというお問

いでございます。他市との共同といいま

すか、広域行政につきましては、第４次

総合計画の１６０ページの近隣市町との

広域連携の項で近隣市町、大阪府など関

係機関との連携を強化し、事務の共同処

理など広域での協力体制の充実を図るこ

ととしているところでございますが、本

市のようにスケールメリットのない小規

模な自治体にとりましては近隣市等との

広域行政の推進は、事務の効率化や充実

を図る上で大きなメリットが期待できる

ものと考えております。吹田市との消防

の連携に限らず、現在茨木市とのごみの

処理の連携も検討しております。また、

以前から言われている問題としましては、

水道の広域化の問題などもございます。

先ほども申しましたように広域化と申し

ますのは非常に本市にとってメリットが

期待できるものと考えておりますので、

今後とも積極的かつ慎重に取り組んでま

いりたいと考えております。

○野口博委員長　樋上課長。

○樋上警備第１課長　消防所管の消防団

を含めまして、消防全体として必要と思

われる装備品について、お答え申し上げ

ます。

　東日本大震災を踏まえて、消防の装備

を考えますと放射能対策の装備としまし

てＮＢＣ災害対応の除染シャワーと、隊

員防護服用のインナーサーベージスーツ

などがございます。緊急消防援助隊派遣

の経験から隊員の厳しい寒さ対策と通信

手段の衛星携帯電話、また災害現場での

電動式救助器具などが考えられます。参

考ではございますが、先ほど委員が津波

のことについて言われておりましたが、

本市保有の救命ボートでございますが、

船外機つき救命ボート３艇、手こぎボー

ト２艇、そして水上バイク１艇、各署所

に分散して配備しております。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　財政の関係で指定銀行

での金利１．９９％については、あなた

方も努力していただいているということ

は十分認識しておりますが、やはり指定

銀行、過去からいろんな協力もいただい

ているということも十分認識もしており

ます。ただ、こういった時代の中で指定

銀行以外の銀行から競争入札に入らせて

くださいと言われたときのやっぱりスタ

ンスというのも持っておかなけばならな

いというふうに思っているんです。要は

公共下水道の平準化債についてはやっぱ

り入札もし、その中で低金利になったと

いう背景もありますし、今の事務所費と

か必要経費で指定金がそこで払っている

という分野についてでも、一定そういっ

たことをすることによってもう少し安価

になるん違うかなと。これからやっぱり

第４次行革を進める上で財政当局として

やっぱり先頭切ってそういったところの
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踏み込めないところまで踏み込んでいく

というのが、これから大事と違うかなと

いうふうに思っているんです。だから、

そういった部分の意思があるのかという

ことについて改めてこの点についてお聞

かせいただきたいというふうに思います。

　やっぱり財政運営の中で、出るのを抑

えながら入るのをふやさなければならな

い基本原則に立ったときに、自分のお金

と、財政課長もそういうふうに思ってい

ただいているというふうに思っているん

ですよ。ただ、やっぱり自分が個人で借

りるときには、いろんなところの銀行の

金利を考え、いかに有利なところで借り

るかいうのはもう基本原則なんで、なぜ

そこだけを指定してやっているかという

のは、質問してから初めてわかるという

実態であると。逆に指定銀行となると継

続して行政とおつき合いできるから本来

ならば一番安定してやられているから逆

に低金利になるん違うかなというのは通

常の感覚なんですよね。それが１．９９

％であるから、この点についてそういう

努力を今後どうされていくのか、ちょっ

とお聞かせいただきたいと思います。

　一時借り入れについては、これは僕が

言っているのは今は基金運用の中で会計

間同士の一時借り入れをされている。確

かに国、府の仕組みと今の行政の仕組み

の中で資金がないような状況になると言っ

ているのはもうひとつよくわからない部

分が我々にはあるんです。ただマンネリ

化というか慢性化して、お金がこの時期

ないだろうという想定の中で一時借り入

れをやっているんと違うかというふうに

思わざるを得ないんですよ。原理原則を

考えると、夕張市が破綻した１つの要因

はそういった一時借り入れが余りにもマ

ンネリ化し過ぎて、基金がないから市中

銀行に借りて、年度間をまたいで黒字化

にしてきたという背景があったんですよ

ね。数年たつと、要は簿価額が相当ふく

らんで支払いができなくなって、赤字再

建団体に突入した１つの要因なんですよ。

　だから今我々見ておかなければならな

いのは、今は基金があるから一時借り入

れ５０億円の制約の中でいけるような状

況ですが、これからの財政見通しを考え

ていったときに第４次行革もやりながら、

これからの財政運営もやっていくけれど

も、基金が本当に枯渇していく中で今の

この一時借入金の平成２２年度総額を見

ると常に５０億円以上確保しておかない

と今の財政が運営できない状況だと、こ

れを指摘しているわけなんです。だから

これについては、やはり今から、今現在

基金があるときにそういったことも調査

もし、それから原課のほうには補助金が

いつおりてくるのか、交付金がいつおり

てくるんか。これをもうちょっと目配り、

気配りをしながらやっぱり財政運営をやっ

ていただきたいと。これは将来の危機管

理だというふうに思うんですね。今は現

在あるから一時借り入れでしのげるけれ

ども、これがマンネリ化しておったら３

０億円しかなくなってくると残り２０億

円の一時借り入れは市中銀行に借り入れ

なければならないような状況下になりま

す。だからこの点については要望してお

きますので、この点についてはよく研究

もしてください。

　それと土地開発公社については、その

別府の公園用地については買い戻しをす

る意思が近々にあるというふうに受けと

めていいんですね、そういったことで。

だから、今第４次行革で出ているのは、

千里丘三島線、また出てくる正雀、そう

いったことについては、買い戻し年次を

明確にした中で先行買収をするというこ

とがうたわれております。これについて
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は私も了としながら、やはり言っている

ような補給金でも一方では一般会計から

繰り出している部分でございますので、

土地開発公社の健全経営化にはより積極

的に進んでいただきたいというふうに思っ

ています。一方ではこの土地開発公社を

残す、残さないという議論もこれからま

た始まってくると思いますが、ただ摂津

市のこれからの事業計画を考えますと、

千里丘三島線、並びに正雀、それから阪

急の連続立体交差化ということの中で、

土地開発公社のこれからの存続意義とい

うのはまだこれから十分に私はあると思

いますので、できるだけその簿価額を減

らしながら補給金を繰り出さない仕組み

を我々も研究していきますけれども、お

互いまた研究をしていきたいというふう

に思いますので、要望しておきます。

　それと東日本大震災についてでござい

ますが、防災対策で避難場所、避難経路

の指定については今年度研究としている

と言うけれども、災害については待った

なしでございますので、市民啓発で今何

をやらなければならないかということと、

いざ災害になったときに今の状況を考え

ると、これでいいのかと、やっぱり繰り

返して考えなければならないと思うんで

すね。だから想定外という言葉が東日本

大震災以降、想定外はないと。その中で

の過剰装備と言われる部分と、それから

必要装備と言われる部分のこの境目とい

うのは非常に難しい部分があるんですが、

ただよそにあって摂津市にないとか、立

地条件の中で、そういった中で減災とい

う意識を考えたときにそれさえあったら

助かっているのにとか、それさえあれば

救助できたのにとか、ということがない

ようなことを一方ではシミュレーション

しておかなければならないというふうに

思います。

　そういった観点の中で今消防のほうか

ら、今必要と思われるような装備につい

て御答弁いただきましたけれども、これ

についてでもすべてがすべて必要かどう

かというのは私どもはよくわかりません

が、やっぱり専門的に十分研究していた

だきながら必要なものはやっぱり早急に

予算要求、僕はこれこそ補正予算を組ん

ででもそろえるべきだというふうに思っ

ております。こういった視点で、だから

必要なものは補正を組んででも市民の安

全を守るために、防災と安全はことしの

コンセプトです、来年も含めて。そういっ

たことは積極的にやっぱり投資すべきだ

というふうに思っております。こういっ

た市民の防災、安全、安心なまちづくり

について副市長のほうから今の体制につ

いても含めてお答えいただきたいと思い

ます。

　三島市営住宅横の土地の有効活用につ

いては、今御答弁いただいてこれから水

路を進入路で考えていき有効活用してい

くというような研究をさせてくださいと

いう御答弁をいただきました。できるだ

けやっぱり公共財産の有効利用というこ

とを視点に置いてやってください。ただ

し、イニシャルコストとランニングコス

ト。いいことだけど余りにもイニシャル

コストがかかり過ぎて投資効果に及ばな

いとなったときは次の手段も考えること

の検討余地も残しておきますけれども、

ただあそこが草ぼうぼうになって、いつ

もまたそこに除草に行き、苦情が来るよ

うなことにならないような土地の有効利

用。私は一時駐車場でいいと思っていま

すけれども、そこらを考えてください。

要望しておきます。

　２回目で市立集会所の考え方と法人市

民税の企業把握について飛ばしてしまい

ました。法人市民税の企業把握について
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は、私が言っているのは産業振興課、そ

れからいろんな統計、それから税務、そ

れぞれにいろんなことを聞いていったら

今実際に摂津市にある事業所、それぞれ

産業別、分類別に見ますと物づくり産業

が何社あって、今どれだけの企業が収益

をあげてというのがさっぱり今の状況が

わからないのですよね。だから一番数値

をつかんでいるのが、税務でありますか

ら、そこらの仕組み、要はこういったと

ころが廃業しましたと税務に届けば産業

振興課に連絡をするとか、水道が一番閉

栓、開栓で把握できるのだったらそういっ

た庁内連携をとりながら産業育成に努め

ていただけたらなということで、この点

を質問させていただきました。僕がねらっ

ている部分については、総務の中では所

管外になってまいりますので、これにつ

いてはそういったところの仕組みづくり

を庁内をあげて政策を交えながらやって

いただきたいということで要望しておき

ます。

　市立集会所については、これは本当は

もうちょっと質問したかったのですが、

２回目飛ばしたものでやっぱり５１の市

立集会所を考えていくときに小地域ネッ

トワークというのが、これから高齢化が

どんどんどんどん進んでいく中でお年寄

りが遠方に歩いていけない、身近な人た

ちと共同して過ごしたい、そしてそこに

楽しみを求めていきたいということがこ

れから将来にわたって、そういった要望

が非常に高まってくると思います。そう

いった中で、私は今第４次行革で出てい

る市立集会所の統合、もしくは廃止とい

う部分についてはいかがなものかなとい

う視点でこの部分に対しては質問させて

いただいております。ただ、市営住宅が

今後建てかえになってまいりますが、こ

ういった地域コミュニティという部分を

考えていくときに、今求められているニー

ズをもう少しスピーディにとらまえてい

ただきたいなというふうに思っておりま

す。安威川以南のコミュニティ施設も、

これも公共施設の整備計画のほか市立集

会所と連動しながら検討していくと思い

ますが、私はそれぞれに特徴の持った公

共施設、一般質問で言いましたが、やは

り今の部分でいけば、安威川以南では防

災の拠点となるところがないから、安威

川以南のところには防災センターも入れ、

そして警察の交番所も入れ、自立型のＡ

ＴＭも入れながら、また子どもが楽しめ

るようなプラネタリウム、昔は非常に人

気のあった、こういったことも考えてい

く。そういった中での市立集会所の位置

づけ、こういうことを考えていったらど

うかというようなことで、そういったと

ころで早急にいろんな公共施設の整備に

ついては、所管を１本化しながら研究を

していただきたいということで要望して

おきます。

　消防指令業務の運用についてですが、

これについては、今公室長が言われてい

る部分の中で消防行政としては共同通信

として吹田と摂津。これこそまさに吹田

の産業道路があってそこには水道管が吹

田と摂津が連携できるようになっている

し、広域での一番吹田と連携がとれてい

るということの中で消防は吹田・摂津の

共同を視野に置いているという御答弁を

いただきました。一方では今いろんな下

水、し尿、ごみを含めながら茨木・摂津

の連携を考えていきたいという公室長か

ら御答弁もありました。摂津市がこれか

らもちろん広域連携というのは常に視野

には置いておかなければならないけれど

も、１つの共同通信をコンセプトにしな

がら今言われている摂津・吹田、摂津・

茨木という部分についての結論はいつご
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ろ出していくのかについて、これも双方

の意見がいろいろありますので、副市長、

この点についての考え方についてお聞か

せいただきたいというふうに思います。

　以上で質問を終わります。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　三好委員の３回目の

御質問についてお答えいたします。

　指定金融機関のレートの件でございま

す。やはり私が感想として持っておりま

すのは、外に競争で出すボリュームがあっ

たからこそ、今回高いという評価をいた

だいておりますが、この１．９９％の金

利があったのかな。私が交渉に当たらせ

ていただいていますが、この交渉非常に

タイトなものになりました。指定金融機

関とかなり険悪なムードになったことも

事実でございます。私としては過去から

の慣例を破るという腹も持ちながら交渉

に当たってきた次第でございます。この

結果１．９９％という金利になったとい

うことでご理解いただきたいと。今後の

方向性なんですが、私どもはやはり先ほ

どおっしゃった市民への説明、指定金は

やっぱり株主への説明というのがあろう

かなと思います。やっぱりコストはコス

トとして明らかに出していかないといけ

ない時代にもう入っているんではないか

と。これも会計室と十分協議しながら市

の支払い事務が支障をきたさないような

形で指定金と協議を続けてまいりたいと

いうふうに考えております。

○野口博委員長　小野副市長。

○小野副市長　防災の安全、安心の点で

補正予算を組んででもやるようにという

ことでございます。これは決して否定い

たしません。トルコでもまた大地震とい

うことですし、タイではもうバンコクま

で洪水が押し寄せたと。いつも市長が言っ

てますように、私も昭和４２年、４３年

でしたか、市役所がつかりました。多分

それを見たのは私だけではないでしょう

か、職員ではもう。中２階の書庫まで水

が来ました、一気に。それほど水という

のは、あっという間に来るというのは間

違いございません。それで、これは５メー

トルの水が来るとかいう形もあります。

　この前も群馬大学の片田教授のところ

に西川課長、山本次長、教育委員会の前

馬次長を行かせました。片田教授が言っ

ておられたのは、想定にとらわれてはい

けないと、ここはここまで来るからとい

うことで安心するなということ。二つ目

は、起こったら最善を尽くせということ

と、三つ目は、何を置いても逃げると。

これが釜石の奇跡の３原則でございまし

て、それを考えたときにまず摂津はどこ

に逃げるのかと。まず避難所は本当に学

校で大丈夫なのかということも前から指

摘されております。それから防災資機材

も本当にそこのところでつからないのか。

昭和４３年のときには２階のところに来

ましたから、あれがもう少し上がってき

たら、今全部コンクリートを張っていま

すから多分あのときよりも、もう雨水が

多分しみ込まないと考えただけでも、水

が押し寄せたときに私たちのこの台帳初

め、こういう関係がいけるのかと。もう

多岐にわたりますので、これは私のもと

ですぐにでも、来年からということは言っ

ておれないのではないかなというふうに

思います。その中に資機材の問題、避難

所の問題、総合的な問題がございますの

で、すぐさまできませんが、一定の方向

をできるものからやりながら、場合によっ

たら補正予算対応もお願いするというぐ

らいの気持ちでやらせていただきたいな

ということでございますので、その気持

ちで取り組みをしたいというようには思っ

ております。
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　それから、各市間の連携の問題で公室

長が申しまして、消防につきましては通

信指令の共同運用につきまして、摂津・

吹田、摂津・茨木と、確かに熱心に言っ

ていただけたのは茨木の野村市長から私

のほうにございました。それでこの問題

は環境センター問題、中間処理施設、そ

れからリサイクルプラザ問題、現在勉強

会をやらせておりますけれども、一応礼

を尽くしまして市長のほうも。お互いに

言っていますのは、お互いに利益のある

ものでやっていこうと。当然、国立循環

器病研究センターの問題であれば吹田と

あるし、例えば医療系の問題であれば以

前から三島救急問題は茨木と高槻と非常

にご存知のように疎遠になっておりまし

た。例えば茨木のほうで考えているのは

多分あそこが狭かったとなれば、移転す

るのであれば茨木側にもっと持ってくる

べきだという議論は多分出てくる。そう

いうところで費用負担も出てくると。そ

れは茨木と摂津と言うよりも、むしろ茨

木と高槻と島本の問題で議論しなければ

ならないということを野村市長のほうか

ら聞いてはおります。したがってお互い

のメリットの中で考えていこうというこ

とでございます。

　ただ、私が気にしますのは、ごみ焼却

場の問題は、今はいいんですが、１炉運

転で頑張っております、職員も頑張って

きた、自治会も頑張ってきた。これに甘

えておりますと、多分平成３５年と４０

年ぐらいには焼却炉のやりかえ時期が来

ると。このときに１つ考えられるのは、

摂津は９０トン炉２基でございます。茨

木は１５０トン炉３基であります。茨木

は多分今焼却は１８０トンぐらいは余っ

ていると思います。それならこれは茨木

が受けてくれるか、そうはならないと思

います、他市のごみですから。そうしま

すと、この問題一つ考えただけでも多分

現状では鶴野地域では過去の経験等から

すれば１００％無理というふうに言わざ

るを得ないと思います。そのときにどう

するかというのは、環境アセスは１０年

前に始めなければならない。このときに

一体摂津は、今島本町が苦しんでいるよ

うにごみ焼却場と、し尿処理の問題で高

槻に行ってますが、合併問題の議論が行っ

たり戻ったりします。この問題は摂津で

も必ず起こりうるというふうに想定すべ

きというふうに、最悪も考えておく必要

がある。その中でこの問題をこれから茨

木と勉強会を詰めてまいりますが、そう

甘いことばかりではないだろうと思う中

で、どうやっていくか。これは我々もご

み問題１つとっても最悪は廃掃法は市処

理でございますから、これは全くそれに

ついてはそうではないと言えないので、

このこと１つもってもこれからの考えて

やっていかなければならない。

　それからもう１つは、吹操跡地の問題

はやっと国立循環器病研究センター病院

の問題について、これはやっております。

特別委員会で申し上げたように、正雀処

理場問題とクリーンセンター問題の方向

性は、少なくとも両市間では、議会とは

別にしてでも、ことし中には一定の方向

性は出すべきというふうに思います。こ

れを逃せば、より一層問題は深刻化する

というふうに私は今のところ考えており

ます。

　それから三島救急の問題については、

今申し上げた摂津も関係ございますが、

この問題も早晩、先ほど言われたように

必ずこの問題は起こってくるということ

を思わなければならない。

　それからもう１つは、大阪都２０区構

想もございます。いわゆる財源は大阪都

に集めて、税は大阪都に持っていくんだ
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と、サービスは、今は９区にしています

ね、摂津区になっていますから、財源は

持っていくと。これが今回の市長選の争

点になりますが、いずれにいたしまして

もこの動きは、議員各位もご存じのよう

に人口３０万人をどうしても、この消防

指令も含めてやっているなと思わざるを

得ません。そのときに３０万人を超えて

いる市、高槻も吹田も超えておりますの

で、茨木２７万人とうちの摂津８万何ぼ

で約３６万人。そうすると人口３６万、

３６万、３６万とそろいます。このこと

もよほど注意をして、考えておかなけれ

ばならないなと。そういう底流を十分踏

まえた上で、摂津市は単独できちっと生

きていくんだというもとで、しかし外圧

は必ずいろんな場面で起こってくるとい

うことを思いながら、この広域行政はき

ちっと１つ１つ解決していくことが摂津

市が摂津市たる生きていける道というふ

うに考えておりまして、そういう危機感

を持ちながらこれからも１つ１つの課題

について一定の時期をめどに立てて解決

していきたいなというふうに考えている

ところでございます。

○野口博委員長　三好委員の質問が終わ

りました。

　川端委員。

○川端福江委員　何点か質問させていた

だきます。

　まず、この男女共同のせっつ女性プラ

ンの件でありますが、摂津市の平成２２

年度推進状況報告から質問をさせていた

だきたいと思います。

　１ページに、あらゆる分野の男女共同

参画の推進というのが項目でありますけ

れども、この全部局の取り組みが女性の

参画率の一覧がずっと載っておりまして、

３５％目標でありますが、平成２２年度

は前年度参画率の０．６％減となってい

るということで、もうご存じのとおりこ

この表にもありますように、もう遅々と

して進まないというこういう状況になっ

ておりますのです。その理由というのは

わからないと思いますけれども、お考え、

どういうふうにとらまえられているのか

ということについて、まず１点目として

お聞きします。

　次に、２ページに男女共同参画の意識

改革というのがあるんですけれども、全

部各項目についてジェンダーに関するこ

ととか、ＯＪＴに関する職場研修の取り

組み等、表になっておりますけれども、

このＯＪＴにおける取り組みの状況です

ね。前にその意識改革で職員研修の実施

状況を書かれてありますけれども、平成

２２年度は研修会を１回されているとい

うことで受講者が２８人となっておりま

すけれども、新入職員について、こうい

う意識改革の研修をされているとは思い

ますけれども、これはもう新入職員の全

員が受けられたのかということと、２点

目は今言いました職場研修の取り組みで、

ＡＢＣＤというランクづけがありまして、

Ｄというのは女性レターの回覧をすると

いうところが一番多いのですけれども、

この結果についてどう考えられているの

かというのをお伺いさせていただきたい

と思います。

　それと当初予算の主要事業の中にあり

ましたけれども、コミュニティプラザに

市のＤＶ相談窓口としてホットラインを

開設しましたというのがありました。こ

れは働く女性にも相談の場を提供できる

ようにということで一部実施時間を夜間

に、これはＤＶに限りませんけれどもさ

れました。その相談状況について、でき

ましたら全体の相談件数といいますか状

況と、そういった夜に関して、ＤＶ相談

の件数がそういう体制にしてどれぐらい
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あったのかというのをお伺いさせてもら

いたいと思います。

　それと決算書の８５ページであります

けれども、目１２の女性政策費というこ

とで市民の意識調査委託料ということで

７７万７，０００円。これはことしの５

月に昨年の分ですよということで小冊子

にもされておりますけれども、この現女

性プランがこの平成２３年度で目標年次

を迎えるということから、プラン見直し

の参考資料とするためにこの意識調査を

行われたわけでありますけれども、この

結果から考えられること、また今後の方

向性について教えていただきたいと思い

ます。

　そして、決算書の７９ページになりま

すが、庁舎の総合管理委託料２，４３７

万４，０９０円です。これは１階のロビー

の案内に立っていただいている方であり

ますけれども、常に積極的な声かけもし

ていただいておりますけれども、もう４

年になりますけれども、この件について

のお考えについてお聞かせをいただきた

いと思います。

　決算書の１６８ページからの消防の分

であります。これは平成２２年に市内事

業所の自衛消防隊を就業時間に限定して、

消防分団として運用する、この機能別消

防分団制度を導入しました。また御協力

いただいた事業所に対しては、その消防

団の協力事業所表示制度によりまして、

その認定とか表示を行うというふうにあ

りましたのですけれども、どのぐらい認

定をされたのか。またどのような活動を

されているのか。今までは３社というの

は聞いておりますが、それ以後どういう

ふうな動きがあるのかというのを教えて

いただきたいと思います。

　それと、救急安心センター事業ですね。

負担金が１１０万円計上されております

けれども、大阪市と共同で運用している

このセンターでありますけれども、♯７

１１９に電話をすれば、相談員また医師、

看護師が対応して、またその相談によっ

て救急車が必要なときにはワンストップ

で本市指令室に電話転送されるというこ

とでありますけれども、この１年間の状

況について、件数、内容などについて教

えていただきたいと思います。

　次は中期財政見通しの件ですけれども、

個人市民税についてお聞かせいただきた

いと思います。平成２３年度は対前年で

７．７％減少としておりますし、平成２

４年以降も１から２％程度減少するとあ

ります。個人の所得が減少している状況

というのが手にとるようにわかるわけで

すけれども、今後の税収の見通しについ

てお聞かせをいただきたいと思います。

　同じく摂津市の財政、図説のほうであ

りますけれども、８ページに人件費の件

が出ております。団塊の世代の大量退職

は平成２２年で終了しましたけれども、

今後も職員の６割補充、また再任用を続

ければ職員数は減少する。それ以降は人

員削減がなければ再び歳出圧力となると

予測をされておりました。人件費の今後

の見込みについてお聞かせをいただきた

いと思います。

　次に監査結果の報告があります。これ

は５ページですけれども、市長公室秘書

課のところでありますけれども、時間外

勤務手当支給事務において一部で支給額

に誤りがあったと書かれてありますけれ

ども、どのようなことなのか。もう１点

は、次の６ページ、納税課のところであ

りますが、事務に改善を要する事項とし

て、特殊勤務手当支給事務で一部支給額

に誤りがあったという、この２点につき

まして、どういった内容なのか教えてい

ただきたいと思います。
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　最後にもう１点、また決算概要に戻り

ますけれども、５２ページの総務費、総

務管理費、一般管理費でありますけれど

も、情報政策課の地域情報化事業、電子

自治体推進の協議会負担金ということで

１４０万９，５６５円が計上されており

ますけれども、どのようなことを協議さ

れたのか、その内容を教えていただきた

いと思います。

○野口博委員長　牛渡課長。

○牛渡人権女性政策課長　男女共同参画

に関します数点の御質問に御答弁を申し

上げます。

　まず、平成２２年度の男女共同参画計

画せっつ女性プランの推進状況報告結果

からの御質問でございますが、各種審議

会の登用率、確かに今年度、昨年度を下

回る結果となりました。これにつきまし

ては、大きな要因といたしまして組織の

機構の再編によりまして参画率の高かっ

た審議会の統廃合があった。これが１つ

の状況というふうに考えております。誤

解のないように改めて申し上げますが、

参画率につきましては、平成２２年度状

況の報告ではございますが、平成２３年

度４月１日現在で調査結果を御報告申し

上げておりますので、補足をさせていた

だきます。この点につきましては、これ

までも繰り返しの御答弁の中で登用指針

等も設け、各課には女性がより参画をし

やすい環境整備に取り組んでいただくよ

うにというふうにお願いをしておりまし

て、それぞれ２年ないし３年の任期の中

で委員の登用を見直す折には検討いただ

いているというふうに年次のグラフの中

でも担当課としては把握をしております

ので、今後とも引き続き働きかけを進め

させていただきたいというふうに考えて

おります。

　それと男女共同参画の意識改革に伴う

研修実施状況でございますが、結果報告

のところに記載にございますジェンダー

に関する職員研修の実施状況でございま

すが、これにつきましては、新規採用職

員において年間を通して幅広い人権問題

に関する研修に取り組んでいただいてお

りまして、その中にジェンダーに関する

問題も取り組んでいただいているという

ことで実績１回を挙げさせていただいて

おります。そのほかにつきましては、女

性政策課が所管しておりますものとしま

して、推進本部のもとに調査研究機関と

して研究会を立ち上げております。この

研究会については２年の任期の中で１年

目基礎研修、２年目に成果物の作成、報

告というところで引き続き実施をしてお

りますので、今後もこういった取り組み

を充実させていきたいというふうに考え

ております。

　それと職場の中におきます取り組み状

況でございますが、御報告しました記号

がＡＢＣＤということで記載をした関係

でランクづけというふうに御理解をいた

だいたとしましたら非常に申しわけない

んですが、これはあくまでもメニューの

項目としてのＡＢＣＤでございます。こ

れにつきましては、まず男女共同参画、

各課での課題認識、それからそれを解消

するための取り組みについてはおのおの

職場事情も異なりますので、職場の中で

取り組みやすいものから取り組んでいた

だくということを前提に私どももお願い

をしております関係で女性政策レターの

回覧をすることがまずもって取り組みや

すいこととして実績が上がってきたとい

うふうに理解をしております。

　それと相談のことでございますけれど

も、平成２２年度につきましては、男女

共同参画センターがコミュニティプラザ

に移転しましたことを契機に相談室を設
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けました。女性相談員を配置しましてＤ

Ｖホットラインを設けるとともに面接法

律相談については、働く女性にも相談機

会の提供につながるように夜間枠を設け

させていただいたところでございます。

各相談件数の全体の件数、及び主訴の分

類におきましては、事務報告書３４ペー

ジに記載がございますので御参照いただ

きたいと思います。特にＤＶ相談の状況

でございますけれども、女性政策課並び

に男女共同参画センターで受けました全

体相談件数のうちＤＶを主訴とします件

数は平成２１年度が全体の約２割でござ

いましたけれども、平成２２年度は相談

全体の約３割となっております。そのう

ち女性政策課及びセンターの女性相談員

が直接面談により対応しましたケースも

平成２１年度の４２件から６４件という

ふうに増加をしております。ＤＶ相談の

対応といたしましては、全体１０４件の

うち、一時保護につながったケースが４

件、他機関への紹介が６件、助言・指導

が９１件、情報提供は３件というふうに

なっております。

　夜間の相談を実施した効果と申します

か、現状の状況把握ということかと思い

ますけれども、何分７月にスタートいた

しまして約半年といったところで十分な

分析はできておりませんが、法律面接相

談の傾向としまして、法律相談につきま

しては、日中２時半から３時台の相談の

御要望が多いのと、夜間につきましては

６時４０分台、次いで７時１０分台とい

うふうに遅い時間帯の御要望もございま

す。また面接相談につきましては、４時

台がピークを迎えているというようなと

ころですが、私がセンター職員から報告

を受ける限りにおきましては、夜間相談

枠については、夜遅い時間帯から埋まる

傾向にあるとも聞いております。ですか

ら、働く方にも機会の提供につながった

かというふうに考えております。

　ＤＶ相談の夜間ということでございま

すけれども、基本は窓口の整理というこ

とを目的にしましてホットラインを設け

させていただきました関係で、電話自体

は日中しか開設をしておりませんが、お

電話をいただく中でどうしても面談を要

望されるもの、逆に相談員の判断で面談

を促すほうが望ましい方につきましては、

御本人の状況に応じて面談の曜日、時間

帯を設定して対応をさせていただいてお

りますので、あわせて御報告をさせてい

ただきます。

　それから最後に意識調査結果を踏まえ

て平成２３年度計画にということでござ

いますけれども、意識調査結果につきま

しては、今年度分析をさせていただきま

したけれども、固定的な性別役割分担意

識を否定する御意見が全体の過半数を初

めて超えたと。しかし、男女の平等感に

ついては平等と感じる割合はいまだに全

体の２割程度にとどまっているというと

ころでございます。また今回調査で初め

て男性に対してしんどい、つらいと感じ

たことがあるかというような問いかけを

させていただきましたが、男性の約半数

の方があるというふうに回答しておられ

まして、男性が社会の中でライフステー

ジに応じた役割でしんどさを感じておら

れるというのが読み取られる結果でござ

いました。また、私たちを取り巻く社会

の様子といいますと、少子高齢化が進行

しまして、また厳しい経済状況が続いて

おりますので、まだまだ男女がともに生

きやすいと感じることができない状況に

あることからも男女共同参画社会の実現

に向けては男女がともに育児や介護に関

するサービスの充実を求める御意見が多

数寄せられたところでございます。
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　現在、国の計画におきましても、男性、

子どもにとっての男女共同参画、貧困な

ど生活上の困難に直面する男女への支援。

高齢者、障害者、外国人などが安心して

暮らせる環境の整備、地域防災、環境、

その他の分野における男女共同参画の推

進といった方向性が重点分野の中に追加

をされております。今現在、女性政策推

進市民懇話会で提言書の策定に向けまし

て、御意見をいただいておりますが、そ

の方向性の中でも特に啓発の担い手であ

る職員の意識改革、幼少期の男女平等教

育、困難な事情を抱える方への支援のあ

り方、それから女性に対する暴力の根絶、

また東北地方の大震災等を受けまして、

防災の分野への男女共同参画の必要性、

そういった多方面からの御意見をちょう

だいしておりますので、こういった御意

見を踏まえまして今後計画の策定に取り

組みたいというふうに考えております。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　庁舎総合管理委託

の中にございます庁舎案内の業務につい

て、どう認識しているのかについて、お

答えいたします。

　新館１階の玄関正面に配置しておりま

す人員としまして、庁舎監視管理業務委

託につきましては、摂津市シルバー人材

センターに委託しておりますが、庁舎窓

口案内として１名を配置しております。

　また、庁舎総合管理業務委託を５年契

約にて株式会社大阪ビル管理に委託して

おりまして、受付窓口業務として１名配

置しております。

　シルバーの職員によります業務としま

しては、正面入口に立ちまして、来庁者

に声をかけさせていただいて、目的部署

の場所を教える業務を行っています。

　また、受付窓口としましては、来庁さ

れた市民の方が目的部署がわからない場

合につきまして、庁舎目的をお聞きして、

部署を教える業務を行っております。

○野口博委員長　木下参事。

○木下消防本部総務課参事　消防本部総

務課より、機能別消防団制度、そして消

防団協力事業所表示制度に関するご質問

にお答えいたします。

　機能別消防分団制度につきましては、

本市消防本部の意向を温かく受けとめて

いただきご協力をいただいた、市内の事

業所であります芦森工業株式会社大阪工

場と株式会社カネカ大阪工場、そしてダ

イキン工業株式会社淀川製作所の３事業

所に自衛消防隊員と消防ポンプ自動車と

のセットで機能別消防分団として位置づ

けさせていただき、平成２２年１月１日

より運用しております。

　また、消防団協力事業所表示制度であ

りますが、同３事業所に対しまして認定

をさせていただきました。現在のところ、

認定事業所は当初のとおりの３事業所で

あります。

　機能別消防分団の活動といたしまして

は、委員の質問にもありましたとおり、

当該事業所における勤務時間中の火災等

の災害出動のほかに、消防団本部が主催

する消防団員訓練や消防出初め式の参加、

また、年に２回開催されます会議に代表

の分団長が出席するなど、基本分団に近

い形で活動していただいております。

　今後におきましては、自衛消防隊車両

を所持していない企業に対しましても、

消防団協力事業所として、人員や資機材

等でご協力いただけるような形づくりを

考えてまいります。

　また、機能別消防団制度の拡充といた

しまして、平成２３年度末の消防団員退

職の団員から、地域消防団員のＯＢを活

用した機能別ＯＢ団員を制度化するなど、

活発に消防団員の確保を推進していくと
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ともに、消防団協力事業所の拡大を目指

し、昼間帯の消防力をさらに強化いたし

まして、今後も、より安全で安心なまち

づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。

○野口博委員長　松田参事。

○松田警備第１課参事　救急安心センター

について、ご答弁申し上げます。

　平成２２年度大阪府下での救急安心セ

ンター総着信件数は１８万８，２０９件

で、そのうち１，３０７件が摂津市から

の相談件数でございました。その中で、

摂津市へ転送されましたのが３２件、救

急出動した件数は２３件でありました。

　救急安心センターからのワンストップ

で救急搬送に至りました内容につきまし

てご紹介させていただきます。

　診療科目別に申しますと、小児科８件、

内科６件、循環器・脳神経外科が各３件、

産婦人科・神経内科・精神科が各１件で、

計２３件となっております。

　出動時間帯では、２０時から翌７時台

の夜間帯で１４件でございました。

　奏功例といたしまして、昨年６月、２

２時台に、７０歳代の男性が、胸が痛い

ということで救急安心センターに相談の

電話をされましたところ、センターの医

師の判断により、ワンストップで救急出

動に至り、心筋梗塞の症状で病院に搬送

し、治療を受けられ、後に社会復帰され

たという事例がございました。

　このように救急安心センターおおさか

は、救命率の向上や救急車の適正利用に

関しまして大いに貢献しているものと考

えております。

○野口博委員長　川崎課長。

○川崎市民税課長　個人市民税の今後の

税収の見通しについてのご質問について、

ご答弁申し上げます。

　個人市民税は、決算概要の１２ページ

にも記載がありますように、平成２１年

度決算と比較して約３億４，３００万円

の減、率にしてマイナス７．８％となっ

ており、市税の落ち込みの大きな原因と

なっておる状況です。

　これは団塊世代の退職、リーマンショッ

クによる雇用の減少、円高による産業の

空洞化、また若年労働者数の鈍化等、そ

ういったことに起因する給与所得者数の

減少が大きく影響しているものと考えて

おります。

　今後の見通しでございますけれども、

中期財政見通しにも、この先もまだ税収

は減少すると予想しておりますけれども、

先ほど申し上げたような給与所得者数、

この減少がとまらない限り、税収として

はふえてこないことになります。

　平成２２年度決算で法人市民税が少し

上向いてきて２３年度に上昇してくれば、

その先の雇用状態安定によって個人所得

の増加に寄与することも考えておりまし

たけれども、この３月の東日本大震災が

もたらした影響等で、またこの先行きが

不透明な状況になっております。そういっ

た状況でありますので、なかなかこの先

の見通しについて申し上げることは難し

い状況ですけれども、今後の経済情勢等

を注視しながら、税収の確保に努めてま

いりたいと考えております。

○野口博委員長　豊田局長。

○豊田監査委員事務局長　監査結果報告

書にかかりますご質問について、ご答弁

申し上げます。

　まず、秘書課の時間外勤務手当でござ

いますが、これは事務的な誤りにより時

間外勤務手当の支給に過不足が生じたも

のでございます。

　また、納税課の特殊勤務手当について

は、支給総額に誤りはなかったものです

が、再任用職員がいる関係から、職員と
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再任用職員の割り振りの誤りが生じ、職

員については過支給、再任用職員につい

ては支給の不足を生じたものでございま

す。それぞれ指摘後に速やかに是正され

ております。

○野口博委員長　石原課長。

○石原人事課長　今後の人件費について、

ご答弁申し上げます。

　平成２３年４月１日現在で定員管理上

の職員数としまして６５４名、また昨年

２２年４月１日の職員数としまして６９

１名、３７名の減となっております。

　また、再任用制度によります再任用の

短時間の職員を含めますと、２２年度で

７２９名、２３年度で７１０名となって

おりまして、１９名の減と現在なってお

ります。

　また、定年退職者数でいきますと、ピー

ク時の１９年度で３７名、２０年度で３

２名、２１年度で４８名、２２年度で４

７名となっておりまして、計１６４名の

定年退職者がおられました。

　今後の退職者数としましては、定年退

職者数としまして、大体２０名前後と考

えております。

　また今後、それらも踏まえまして、そ

のほかに権限移譲などで新しい業務がふ

えること、また定年延長で６５歳という

ふうなこともあり、また最近では年金の

受給年齢が６８歳から７０歳になるとい

う報道もありまして、それらを考えます

と、また定年延長にも影響が出てくると

いうことも考えられます。

　それらの雇用制度を初めとまして、公

務員制度も大きく変わろうとしておりま

すので、定員管理上、大きな影響を与え

る変化がそれらから予測されます。それ

らの点を踏まえまして、今後、職員の定

員管理についてまた検討していく必要が

あると、今現在考えております。

　また、第４次の行革を初め、業務の見

直し、業務の民間委託、臨時職員・非常

勤職員・再任用職員の雇用体系の見直し

を継続的に行っていくことによって、今

後も歳出の圧力とならないよう、住民サー

ビスの向上に努めてまいりたいと考えて

おります。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　電子自治体推進協

議会の負担金につきまして、協議内容等

につきましてご答弁させていただきます。

　まず、大阪電子自治体推進協議会でご

ざいますけども、大阪府と府内全市町村

が、共通の課題であります電子自治体の

実現に向けて連携・協力して取り組むこ

とを目的として設立された団体でござい

ます。

　平成２２年度決算１４０万９，５６５

円のうち大半の１１５万９，５６５円は、

これはいわゆるＬＧＷＡＮ府域ネットワー

ク整備事業負担金と申しまして、大阪府

下全市町村が利用しておりますＬＧＷＡ

Ｎの共同利用料金という意味合いとなっ

ております。残り２５万円が本来の電子

自治体推進協議会の会費という性格となっ

ております。

　では、その会費の利用方法ですが、ほ

ぼすべてがいわゆる調査研究事業に充て

られております。残りは加盟自治体の情

報部門に対する研修やセミナー等の開催

及び事務局の運営費となっておりまして、

単独市では研究が困難であるような研究

事業を大阪電子自治体推進協議会がまと

めて調査研究を行うという事業となって

おります。

　平成２２年度の調査研究事業につきま

しては２点ございまして、いわゆるオー

プンオフィスと呼ばれる無償のエクセル

やワードにかわりますオフィスソフトウ

エアですが、こちらの導入利用につきま
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して、地方公共団体におきまして、それ

らの先進事例の調査及び実証実験等の調

査研究事業を行っております。

　もう１点は、大容量ファイルの送受信

システムに関する調査研究事業と申しま

して、従来の電子メールでございました

ら、ファイルの送受信の容量に限界がご

ざいます。現状、例えば地図データであ

りますとか図面データなどの大容量のファ

イルの送受信を安全に、かつ迅速に行え

るようなシステムの開発を大阪電子自治

体推進協議会のほうで推進し、またそれ

の実証実験ということで調査研究事業を

行っております。

○野口博委員長　川端委員。

○川端福江委員　男女共同参画の質問に

対する答弁をいただきました。

　この職場研修の分ですね、女性レター

の回覧という取り組みやすいところから

スタートしているということで、よくわ

かりました。

　それだけにとどまらずに、それをベー

スにしながらさまざまなまた男女共同参

画の意識を高めていっていただいている

ことと信じておりますけれども、本当に

本市としても早くから取り組んでいる課

題でありますんで、この男女共同参画に

おきましては、できましたら、これは本

当に要望とさせていただきますけれども、

せっつ女性プランの５年ごとの見直しを

図りながら、条例の制定を、本当に毎回、

声を上げさせていただいておりますけれ

ども、あえて提案をさせていただきたい

と思いますので、また今後ともさまざま

な観点から、本部長を市長がされている

ということもありますので、本当に大事

な、私は一切のさまざまな問題点があり

ますけども、一切の活動の流れの底流に

この男女共同参画のこれが流れていると

いうふうにとらえておりますので、そう

いった観点からさらに進めていかないと

思う課題でもありますので、今後ともよ

ろしくお願いをしたいと思います。

　それと、コミプラに移して、市の相談

窓口ということで、ＤＶだけではなくし

て全体も、さまざまに夜間の相談の場を

持たれてよかったのではないかというこ

とで、今、お話をお伺いさせていただき

まして思いました。

　本当に残念ながら、ＤＶに関しまして

はふえていると聞いておりますし、ドメ

スティック・バイオレンスのこのご相談

の方が曜日と時間を決めて面談が必要な

方もいらっしゃいますけども、本当に電

話で気軽に相談できるということで、き

のうも他市から、摂津市はそうされてい

るんですねということで電話があったぐ

らいで、そういう導線があるという、本

当にそういう方が、どこに相談に行った

らいいかわからないという、そういうほ

かの行政もまだまだある見たいで、そう

いったあれでは広報せっつの下の相談の

欄にも、そういうＤＶ相談窓口という電

話番号も表示をされておりますし、そう

いうことで、本当に安心して女性の方も

相談ができる体制だなということで喜ん

でおりますけれども、さらにこれから自

立と社会参加ができるように、引き続き、

こういうところに力を入れながら、また

アドバイス等もよろしくお願いをしたい

と思います。

　それと、意識調査の件でありますけれ

ども、さまざまに検討していただいて、

また市民懇話会等でも提言をするという

ことで、今、検討もされているというお

話もお伺いさせてもらいました。今後も、

この意識調査をせっかくされて、新プラ

ンの策定においても、この報告書を参考

にしながら実のあるプランの取り組みを

今後ともお願いをしておきたいと思いま
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すので、よろしくお願いをします。

　庁舎総合管理委託の１階ロビーの案内

係の件でありますけれども、今、お伺い

させていただきまして、私は以前にも提

案をさせていただいているんですけれど

も、ホテルのコンシェルジュといいます

か、今もご答弁にもありました、市民の

方が、どこに部署に行くのかわからない

と言われる場合にご案内をしていただい

ているということでありますけども、な

かなかそういう場面に私も出くわせない

もので、ずっとあそこにいていただいて、

いろいろごあいさつ等をしていただいて

いるというふうにしか見えなくて、わか

らない市民の方が、ここの部署に行きた

い、どうぞという、そういうふうにして

いただけたら、また、ある意味合いもあ

るし、ありがたいなという、そういう思

いで私も立っていただいていると思って

いるんですけど、なかなかそういう場面

にたまたま私が出くわさないのか、お見

かけしませんので、ある意味、もう少し

スキルアップを図っていただきたいなと

いう、市民の方の要望もちょっとありま

すので、やっぱり無視はできないところ

がありますので、あえてこの問題を今、

質問させていただいているということで、

それは立っていただいて４年になるとい

うこともありますので、ある時期、一定

の検討といいますか、精査をする、また

そういう時期でもあってもいいんではな

いかなと思っております。

　そういった意味合いで、もう一度お尋

ねをさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いをします。

　次に、消防の機能別消防分団の件であ

りますけれども、本当に今、３社でご協

力いただいて、どこもかもできないと思

います。やっぱり大企業であり、いろん

なゆとりがあるところでないと、なかな

かそういう消防の出初式等もそうですし、

本当に消防団のような近い活動をしてい

ただいているということで、今、お伺い

させていただきました。

　また、ある意味で、摂津市でその事業

をされているということもありますし、

この３社以外で、さらにご協力がいただ

けるところがあれば、ぜひ訪問、お願い

等をしていただければと思いますので、

これはよろしくお願いをしておきます。

　救急安心センター事業でありますが、

今、詳細にわたってご報告をいただきま

して、ありがとうございました。

　本当に、私たちも常に安心・安全のま

ち摂津と言っておりまして、また実際に

そのように努力もしていただいていると

ころでありますけれども、市民の方が救

急に関して困ったときに、本当に今後も

適切なアドバイスをよろしくお願いした

いと思います。本当にいつもありがとう

ございます。

　個人市民税の件でありますけども、詳

細にわたって詳しくご答弁をいただきま

した。

　本当に給与所得者の減少といいますか、

退職者ということで個人の所得も減少し

ているということもありますけれども、

今、そういうお話がありまして、あえて

今回、個人市民税のお話を出させていた

だいたというのは、市民の皆さんの血と

汗と涙の税金でありますし、この市財政

はそういった意味であるわけであります

ね。

　市民の延滞をされている方もいらっしゃっ

てちょっと残念でありますけども、そう

いったことを忘れずに、無駄を廃して、

さらに行財政改革に力を入れていただき

たいなという思いで、そういった皆さん

の血税だということで、改めてまた、そ

ういう市民の目線を忘れずにすべての取
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り組みをお願いしたいという思いで取り

上げさせていただきましたので、ご了承

いただきたいと思います。

　人件費の件でありますけれども、今、

詳しくご答弁をいただきました。これは

健全なさらなる市政運営のためのご努力

を今後ともよろしくお願いをしておきた

いと思います。

　監査結果報告でありますけれども、今、

ご説明がありました。今後とも適切な対

応をよろしくお願いしておきたいと思い

ます。

　電子自治体のことで、本当に詳細にわ

たって詳しくご答弁をいただきましてあ

りがとうございました。

　今回、このことを質問させていただき

ましたのは、今、国におきましてサイバー

攻撃というのを言われたりして問題になっ

ておりますけれども、摂津市も決して無

関係ではないと危惧するわけであります

けれども、その点について教えていただ

きたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　庁舎案内のスキル

アップについて、お答え申し上げます。

　先ほどもご説明させていただきました

が、シルバーの委託の職員については、

庁舎のそれぞれの部署の場所を案内でき

るように業務に従事しております。また、

詳しい業務内容につきましては、受付窓

口の職員が担当することになっておりま

す。

　シルバーの職員につきましては、でき

るだけ目的の部署へ案内できるように私

どもの担当課のほうから指示しておりま

す。しかし、委員ご指摘のように、業務

内容については十分に把握できていない

という場面もあることが実態であります。

今後はスキルアップに向けて、シルバー

人材センターと協議してまいりたいと考

えております。

○野口博委員長　柳瀬課長。

○柳瀬情報政策課長　本市におけますサ

イバー攻撃等の対応につきまして、ご答

弁させていただきます。

　委員の皆様も多分ご存じかと思われま

すが、平成２０年から約３年間の期間を

かけまして、庁内のパソコン及びネット

ワークシステムの大幅な入れかえを行っ

ております。カード認証型で本人を特定

する、またカード認証でネットワークを

切りかえることにより、外部からの侵入

を防ぐという、現在の自治体におきまし

ては、ある程度、最新のセキュリティシ

ステムを導入しております。

　ただし、サイバー攻撃につきましては、

日々、その手法、手順、テクニック等に

つきましては進化しておりまして、これ

につきましては、日々の情報収集及び最

新の情報収集、それらが非常に必要となっ

ております。

　決算概要の５８ページ、最下段の情報

政策課に、地方自治情報センター負担金

というのがございます。これはいわゆる

ＬＡＳＤＥＣと呼ばれる総務省の外郭団

体でございますが、こちらのほうからセ

キュリティ情報といたしまして、ほぼ毎

日のようにサイバー攻撃に関する情報提

供及びそれの対策、またサイバー攻撃に

対する自治体の対応方法などを常に研修

がございます。また、年に一度ほど実際

の侵入テストですね、専門的にはベネト

レベーションテストと申しますが、実際

に仮想的に侵入するような手法を用いま

して、各自治体のネットワークの堅牢性、

脆弱性を測定するなどという事業も行っ

ており、本市におきましては、継続的に

そのようなサイバー攻撃に対応できるよ

うな体制をとり、また今後ともその被害
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を受けないような対応を継続してとって

まいりたいと考えております。

○野口博委員長　川端委員。

○川端福江副委員長　今、ご説明いただ

きまして安心をいたしました。また、しっ

かりと摂津市の情報が漏れないように、

また最大の努力をお願いしておきたいと

思います。よろしくお願いします。

　１階ロビーの案内のほうでありますけ

れども、今、ご答弁をいただきまして、

本当にこれからまたスキルアップを図っ

ていきますということでありましたけど

も、私はできましたら、本当に言いにく

いことでありますけれども、行財政改革

を図る意味からも、今回見直してはどう

かということをぜひお願いをしておきた

いと思いますので、さまざまなところか

らシルバーにお願いをしているという部

分がありますが、ここの部分だけを最重

点的にピンポイントとして検討していた

だいて、ぜひまたいろんなところから弓

矢が飛んできそうな感じがしますけれど

も、本当にそういうかかわっていらっしゃ

る方もたくさんいらっしゃいますけれど

も、そんなんで、ぜひ摂津市のこと、行

政のことを考えて、ぜひそういった形で

見直しを図っていただきたいということ

を要望させていただきます。よろしくお

願いします

○野口博委員長　以上で、認定第１号所

管分に対する質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時５５分　休憩）

（午後　０時５７分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　認定第５号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　三好委員。

○三好義治委員　財産区の財産の特別会

計について質問します。

　特別会計決算書の７６、７７ページで、

まず気になる点が前年度繰越金で、当初

予算１４億６，７０２万６，０００円が、

決算で１５億１，８６２万円、約５，０

００万円、繰越金であるにもかかわらず

ふえているというのがよくわからないん

ですね。これについて、なぜふえている

のか、お聞かせいただきたいというふう

に思います。

　それから、財産運用収入で味舌上財産

区財産の土地貸付収入６，２２０万８，

０００円、これはいつも言っているよう

に、財産区は５か所の財産区財産があり

ますが、その他の四つの財産区財産につ

いては、こういった貸し付け、もしくは

運用収入は考えられなかったのかという

点について、お聞かせいただきます。

　それと、味舌上の貸し付けについては、

単価を含めて変動はないのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　それと、預金利子等が、これは先ほど

の議論でも、それぞれ一般会計への貸し

付け並びに土地開発公社への貸し付けで

預金利子が発生していると思うんですが、

当初予算４２２万７，０００円から決算

で２６６万７，０７０円と相当な減額に

なりました。これは通年借りているやつ

をそれぞれ一時貸し付けとして、半年ず

つになったのが要因だというように思い

ます。当初予算の段階でそういったこと

が想定されておったと思うんですが、こ

の財産運用にかかわる預金利子の減額に

ついてどういうふうに考えておられてい

るのかお聞かせいただきたいと思います。

　それと、預金利子があるんですが、一

般会計等に貸し出せる約１５億２，００

０万円の財源があるんですが、太中、味

舌上、鶴野、乙辻、小坪井、それぞれの

財産区に利息が発生していると思うんで
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す。これはトータル的に一つの財産区と

して運用しているのか、それぞれ五つの

財産区で運用しているのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

　それと、歳出での交付金、それぞれ比

率が違うんですが、この交付金をお渡し

する基本的な考え方、率も含めて、お聞

かせいただきたいというふうに思います。

　非常に気になるのが、今、財産区財産

でいろいろ財産を管理して、市長が執行

権を持って、防災管財課のほうで事務処

理を行っていますが、その中で振興にか

かわる事業費で交付金を交付しておりま

す。この振興にかかわる事業費で、振興

団体が今、実態はどうなっているのか、

お聞かせいただきたいというふうに思い

ます。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　１点目、７７ペー

ジの繰越金１４億６，０００万円から１

５億１，０００万円と５，０００万円が

ふえている理由について、お答えいたし

ます。

　これにつきましては理由としましては、

歳出の部分の各財産区における支出が減

額となったものが影響しまして、繰越金

がふえるというものでございます。

　２点目の財産運用収入で、味舌上財産

区における貸付収入について、ほかの財

産区については貸付収入があるのかない

のか、それから単価についてご質問でご

ざいましたが、まず、味舌上財産区につ

いての土地貸付につきましては、味舌上

財産区が持っておられました池の跡地を

貸し付けしたということで、３筆ござい

ます。

　賃料につきましては、それぞれ単価を

設定しておりますが、賃借料につきまし

ては、平成元年、平成３年、平成６年に

更新をして、単価の改定を行ってきてお

ります。財産区の賃借料につきましては、

摂津市普通財産貸付要綱により徴収して

おります。その他の財産区につきまして

は、そういう物件がございませんので、

貸付は行っておりません。

　続きまして、財産区の交付金の比率、

考え方について、お答えいたします。

　財産区の財産や目的、性質につきまし

ては、地方自治法の２９４条に規定され

ておりますが、財産区の財産の施設管理

維持、処分または改善等の事業が主なも

のでございます。これについて財産区か

ら申請が上がってきたもの対して補助金

を交付しているというものでございます。

　各財産区から上がってきております内

容につきましては、財産区が管理してお

ります地区の公民館等の清掃費や委託料、

それから修繕等の補助金に対して交付を

いたしております。

○野口博委員長　総務部長。

○有山総務部長　利息の計算なんですが、

当初から落ちている部分というのは、大

口定期で当初想定をしておりました。こ

れで利率が年度当初においては０．２５

％の大口定期の利息でございましたが、

その金利が下がってきたことによる減少

でございます。

　具体的に貸付先と預入先について答弁

させていただきますと、市への貸し付け

というのは上半期に限っておりますが、

味舌上財産区で３億８，０００万円、４

月２２日から９月３０日までの間という

ことで１６１日、これは０．２５％の利

率で、４１万９，０４１円の利息でした。

　同様に、味舌上から１億２，０００万

円、４月２２日から１０月２２日まで１

８３日、０．２５％で１５万４１０円の

利息がありました。

　それと別に、味舌上は近畿大阪銀行千

里丘駅前支店で１年の定期をしておりま

－27－



して、この額が１，４７１万２，０００

円、日数にして３６５日で利率が０．１

５％、利息として２万２，０６８円とい

う形になっております。

　それから、後期分として、味舌上は３

億８，０００万円を９月３０日から３月

３１日まで１８３日、これは市の土地開

発公社への貸付分で、０．２％の利率で、

利息としては３８万１，０４１円。それ

から、味舌上において貸付額１，０００

万円、９月１日から３月３１日の間２１

２日で０．２％、これが１万１，６１６

円。これも公社への貸付分でございます。

　次に、乙辻の財産区でございますが、

これにつきましては、市への貸付分２億

３，０００万円、これが４月２２日から

９月３０日の１６１日間、０．２５％、

利息にしまして２５万３，６３０円。同

じく７，０００万円の貸し付けを市のほ

うにしておりまして、これが４月２２日

から１０月２２日の１８３日、０．２５

％、８万７，７３９円。それから、北大

阪農協に１，０００万円、これは３６５

日で０．１％の大口定期の利率で、１万

円の利息でございます。

　公社への貸し付けといたしましては、

乙辻は２億３，０００万円、これは９月

３０日から３月３１日まで１８３日で、

利率０．２％、利息としては２３万６３

０円。

　それから、太中でございますが、市へ

の貸付分が１億９，０００万円、４月２

２日から９月３０日まで１６１日間、０．

２５％ということで、利息額としまして

は２０万９，５２０円。同様に、市への

貸付分６，０００万円、これは４月２２

日から１０月２２日、１８３日間、０．

２５％で７万５，２０５円ということで、

あと北大阪農協のほうへ１，０００万円、

３６５日で利率は０．１％、利息として

は１万円。

　太中の公社への貸し付けにつきまして

は、１億９，０００万円、９月３０日か

ら３月３１日まで１８３日、０．２％、

利息額にしまして１９万５２０円。

　それから、小坪井でございますが、市

への貸付分として２億４，０００万円、

４月２２日から９月３０日まで１６１日

間、０．２５％、利息額が２６万4,６５

７円。それから同様にして、７，０００

万円を４月２２日から１０月２２日まで

１８３日間、０．２５％、８万７，７３

９円。

　小坪井で北大阪農協に１，０００万円、

３６５日で利率０．１％、利息額は１万

円。小坪井の公社への貸し付けは２億４，

０００万円で、９月３０日から３月３１

日まで１８３日間で、利率０．２％、利

息にして２４万６５７円。

　以上、市への貸付分上期につきまして

は０．２５％でございまして、味舌上、

乙辻、太中、小坪井の４財産区財産から

の合計の利息額は、貸付額が１３億６，

０００万円に対し１５４万２，９４１円

ということで、このときは０．２５％と

いうことで、大口定期の利率を参考にし

ながら、市への貸し付けをある程度プレ

ミアムというか、つけております。

　同期の北大阪農協の部分が小坪井、太

中、乙辻を合わせまして３，０００万円

で、利息が３万円ということで、この利

率が０．１％となっておりますので、市

への運用のほうが約０．１５％上乗せさ

れた額になっております。

　それから、近畿大阪銀行に預けており

ます味舌上の分としましては、１年間で

３６５日で、この分の定期利息は２万２，

０６８円でございます。したがいまして、

一般金融機関に預けた小坪井、太中、乙

辻、味舌上の件も含めまして、これの定
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期利息の合計額が５万２，０６８円で、

味舌上だけが０．１５％ということで、

利率について他の１，０００万円の大口

定期よりやや大きな額となっております。

　それと、公社への貸し付けですが、合

計額で１０億４，０００万円、利息額に

しまして１０４万２，８４８円。これは

後期にかかっておりまして、大口定期等々

の金利が下がっている局面でございまし

て、市では会計室の運用とし、利率とし

ては０．２％という設定をしたところで

ございます。

　それと、別に日付を変えまして、千里

丘三島線の関係がありましたので、２，

９００万円の追加の貸付を味舌上、両方

とも味舌上ですが、２，９００万円を行っ

ておりまして、この分の利息が合計で２

万４，０００円余りとなっておりまして、

土地開発公社への利息合計は１０６万７，

０６１円となっております。

　金利の情勢にあわせまして、会計室と

相談の上、利率のレートの設定をいたし

ます。そのときに年度当初と後半の利率

に民間の金融機関大口定期の差異がござ

いましたので、その分が金額としては下

がっているということでございます。

　合計金額としては２６６万７，０７０

円の利息額になります。

　それから、個別の振興団体ということ

ですが、五つの財産区財産は歴史的経緯

があって、ここの運用を市のほうで、部

落有で処理されていたものを本市で預かっ

ているものでございまして、それぞれの

もともと所属している部落有財産に対し

ての支出を行っておるということで、振

興につきましても、それぞれもともと部

落から出していただいたお金を市が預か

るという形での運用形態になっておりま

すので、それをもって振興といたしてい

るところでございます。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　歳入での繰越金１４億

６，７００万円というのは、前年度繰越

金ですよね。当初予算額というのは、私

はそういうように理解しているんですけ

ど、この前年度繰越金が決算を打って、

ここで今年度当初予算で繰越金として計

上されているにもかかわらず、この歳入

の繰越金の中で５，０００万円を調定額、

収入済額で増額するのはいかがなもんか

なというように思っているんですよ。で

すから、歳入歳出の２２年度決算を打っ

た段階で、剰余金といいましょうか、利

益の部分が年度間で増減した部分が前年

度繰越金になるということの中で、この

５，０００万円がなぜここで発生してい

るのかというのが、この決算書並びに決

算概要では見えてこないんです。一般論

でいいますと、平成２１年度の決算を打っ

て、２２年度の予算を組みますよね。こ

の２１年度から来ている部分でいけば、

当初予算では、これは前年度の繰越金で

固定されているんですから、それが繰越

金の款項目の中でふえていくというのが

私は解せないというのが質問なんです。

　トータル予算で考えたときに、次年度

への繰越金ならば別枠でとるべきだとい

うように思っているんですが、ちなみに、

２１年度決算書を見ましても、そういう

ふうな会計の仕組みにしております。

　私の質問の視点が間違っているんやっ

たらご指摘いただいたらいいと思うんで

すが、よりわかりやすいご答弁をいただ

きたいというように思います。

　それと、もう１点の今、部長から、そ

れぞれ五つの財産区財産での貸付金に伴

う利息をそれぞれ言っていただいたんで

すが、ここでの預金利子というのは、トー

タル、５財産区で２６６万７，０００円

の収入がありましたということになって
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いるんですが、それぞれの財産区に対し

てこれはすべて分配をされて、それぞれ

の財産区の中に組み込まれているのか、

この点が気になって質問をさせていただ

きました。

　それと、当初の預金利子で、要は基金

運用を行っていく上で、これまで長期貸

付をやってきた分が、一時貸付で半期半

期になったということで、こういう額に

減ったというふうに言われましたが、こ

の点は、昨年、一昨年に指摘をさせてい

ただいて、一時借入金の基本原則を話し

させていただいて切りかえたと思うんで

すが、財産区を市が執行権を持っている

市長が管理をゆだねられている中で、や

はりこういった預金利子の管理の考え方

というのは、見込み違いだったんちがう

かなというように思っているんですよね。

　だから、その０．２５％、それから０．

２％という利率で貸し付けを行っていま

すというのが、財産区の地元の方々の了

承も得たのかという点が気になっており

まして、その辺の経過についてお聞かせ

いただきたいと思います。

　もう一つは、ペイオフ対策で、それぞ

れ北大阪農協並びに近畿大阪銀行のほう

へ１，０００万円ずつ預金しているけど

も、北大阪農協には、それぞれ味舌上財

産区財産区としてのペイオフ対策で１，

０００万円やっているのか、それとも摂

津市財産区財産一括でやられているのか。

ペイオフで万が一やられたときに３，０

００万円でみられるんちがうかというや

つが気になって、それぞれこっちの台帳

では、太中財産区財産とか味舌上財産区

財産とかってやっているけど、実際に預

かっているほうは摂津市財産区財産３，

０００万円を預かっていることになって

ないのか、この点について、ペイオフ対

策でやっていても、１か所に預けるんだっ

たら、それで摂津市財産区財産という視

点になるんではないかというように思っ

ておりまして、この点についてお聞かせ

いただきたいと思います。

　それと、もう１点は、それぞれの財産

区の管理団体、部落のほうでそれぞれ公

民館やらいろいろ修繕費用で支出をして

いると言っているんですが、私が気にな

るのは、当時の多くの財産区の権利を所

有している方々が、それぞれ世代が変わっ

てきてやってきている中で、その財産区

の今まで振興事業費を交付金として渡し

ているメンバーで、きっちりと会計管理

ができているのかなという部分と、万が

一そこに不正があったときに、摂津市は

どこまでその責任が問われるのかについ

て、だから今の実態をね、五つの財産区

財産の管理している面々、例えば交野市

なんかは、財産区財産の議会をつくって

いるんですよね。その中で交付金がおり

た部分について、そこでの収支報告を明

らかにし、透明性を保っているんです。

ですから、そこまでの責任区分と今、ど

ういうようにその交付金、どこに渡して

いるのかということがわかれば、教えて

いただきたいなと思います。

○野口博委員長　北野次長。

○北野総務部次長　１点目の繰越金の件

でございます。

　財産区財産特別会計で当初予算を組ん

でおります１４億６，７０２万６，００

０円につきましては、これは議員御指摘

のとおり、過去のいわゆる２１年度まで

の財産区総額の財産全体というふうに理

解をしていただきたいと思います。決算

にまいりますと、これが１５億１，８６

２万６，０００円となっている、この差

でございますが、財産区の財産を生み出

す１番が、先ほども御質問がございまし

た市場池の貸付収入でございます。これ
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の２割は一般会計に繰り出して、一般会

計の歳入といたしますが、８割が残って

おりますのでこの８割相当分が、この差

額が出てまいるという形で御理解願いた

いと思います。

○野口博委員長　小矢田会計室長。

○小矢田会計室長　財産区財産の運用に

関しまして御答弁させていただきます。

　五つの財産区での運用につきましては、

それぞれの財産区ごとに指定金融機関に

おきまして普通預金の口座を設けており

まして、それで財産区ごとに管理をして

おります。ですので、先ほど御質問の利

息等に関しましても、それぞれの財産区

ごとの口座で管理をしているような形に

なっております。

　また、ペイオフ対策の定期預金に関し

ましても、それぞれの財産区ごとに、例

えば乙辻財産区でしたら歳計現金乙辻財

産区という名称で１，０００万円、歳計

現金小坪井財産区というように、財産区

ごとの口座名義をつくっておりまして、

それごとに１，０００万円ずつ、北大阪

農協に対して1，０００万円ずつ３か所、

あとまたは、近畿労働金庫に関してはそ

れぞれの財産区ごとに１，０００万円ず

つ定期預金をしております。

○野口博委員長　西川防災管財課長。

○西川防災管財課長　各財産区の会計管

理ができているかどうかについてお答え

します。

　財産区の交付金につきましては、財産

区の代表者の印を押印していただいた交

付申請書を提出していただきまして、そ

れに基づいて市が交付するというやり方

をさせていただいてます。その交付金に

つきましては、それぞれ、例えば管理委

託料、運営委託料、それぞれの項目に対

して交付申請を行っていただいて、それ

に基づいたお金を支出するという形になっ

ておりますので、まとまったお金を財産

区にお渡ししているというやり方ではご

ざいません。市のほうが管理して、交付

申請に基づいてそれぞれ細かくお渡しす

るという形にさせていただいております

ので、管理は市のほうが行っております。

○野口博委員長　有山総務部長。

○有山総務部長　決算書の８１ページを

ごらんいただきたいんですが、これは実

質収支１５億３，８１１万９，２４７円

となっております。この繰越額は予算は

２月議会にかかりますので、１月現在の

ところで見込みを立て繰り越しを行って

いるところでございます。確定をした数

字が出納閉鎖を終えて出てきますので、

その差が決算のところに、先ほどの歳入

の繰越額のところに出てくる約５，００

０万円ほど増になっております。

　特別会計のこの財産の五つは個別に管

理をしております。１５億の内訳でござ

いますが、太中で２億６，６７５万５，

３７７円、味舌上で５億９，３６３万６，

０２１円、鶴野で７５６万６，３９１円、

乙辻で３億４，５０４万３，６１４円、

小坪井で３億２，５１１万７，８４４円、

それぞれ次年度への繰越額として持って

おりまして、会計としては五つ別々に管

理をし、実質収支の合計が８１ページに

記載のとおり１５億３，８１１万９，２

４７円となるものでございます。

　それから、運用が変わりましたという

ことで、後期になりまして公社のほうで

お金を運用先として選んだということに

つきましては、地元の自治会長または財

産区の会計の皆さんに一応御連絡を申し

上げ、こういう運用をさせていただくと

いう話は事前にしております。利率につ

いても大口定期その他のものを参考に、

会計課と相談の上運用させていただく旨

お伝えをしたところでございます。
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○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　会計室で御答弁をいた

だいたそれぞれの財産区での預金利子も

分配していて、ペイオフ対策はしっかり

できてますいうことは了解させていただ

きますけども、実際にそういった資金運

用になっているというのは、こういった

我々がいただいてる決算書並びに決算概

要、これには一切あらわれてこないんで

すよね、それぞれ。それをもって我々も

了解はしたいけども、今質問をして初め

てその運用がわかったというのが今の実

態なんです。ですから、この部分の前年

度繰越金がなぜ会計間の中で繰越金がそ

こにふえてきているかいう、その要因が

わからないんですよね。これが繰越金で

入れるのか、それとも財産運用収入で入

れるのか、事業収入で入れるのかがわかっ

た段階でトータル財産区として次年度へ

繰り越ししますよと。これは預金利子が

繰越金になってないんでね、本来は全体

会計で繰越金いうのが最終締めた段階で

剰余金が出た分を繰越やりますから、こ

この部分がこういうふうな会計になって

るのが非常にわからないと。だから、何

で前年度繰越金の予算であるのに、それ

が横へスライドして、その年度で５００

０万円増えて１５億円になるんですか。

これですと、繰越は、１４億８，８０７

万８，３０１円の不用額になってますや

ん。これが次年度への繰り越しなんです

よね、財産区財産は。それが次年度にな

ると、ここの今言ってる７６ページの繰

り越しの予算に入ってくるわけです。こ

こを言ってるんですよね。それで、こう

いう会計方式いうのは非常にわかりづら

い。

　それと先ほど西川課長からありました

ように、摂津市がそういう交付金も含め

て管理していることは重々承知なんです。

だから、交付申請がこの五つの団体で窓

口があり、その団体が組織化されて交付

申請がなされていると思うんですよね。

だから、その組織化されているところが、

それぞれ世代も変わってきている中でこ

ういったことがちゃんと継承がされて、

実際自分らが積み立ててきた財産区やの

に世代が変わったら我々には恩恵ないや

んかというふうな時代に来ますよと、そ

ういった中でその団体をある程度定めら

れて、異動いうのが管理されてるのかと

いうことを聞いてるんです。

○野口博委員長　有山部長。

○有山総務部長　繰越なんですが、これ

は一般会計でもそうなんですが、６月補

正の時にはその額は確定していなくて、

９月の補正で全額繰越額を前年度の実質

収支額２億３，０００万円ほどを予算化

させていただいたと思います。同様のこ

とが財産区財産にも起こっておりまして、

実際の予算組みとそれから決算終了後の

額というのが５，０００万円ほど差があ

ります。これを補正を組んでその額にす

ればきれいに額としては合うのですが、

歳出の側が見合うだけないので、従前そ

の部分について財産区としては補正予算

を組んでこなかったという経緯がござい

ます。そのものがまさに御指摘の差の５，

０００万円余りになっております。

　先程も申しましたように、２月議会に

提出するため１月に予算組みをします。

それと、決算自身は決算調製を５月の出

納閉鎖以後６月になってから行いますの

で、その差額が生じているということで

ございます。

　それと、財産区ごとのものが受け継が

れているかということでございますが、

各財産区から決算の時につきましては事

業実績収支決算書というのを各財産区か

らいただいておりまして、その部分でい
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きますと会計管理者であり、あるいは自

治会長であり、財産区財産の役員という

のが決まっておりますので、今のところ

継承はされているというふうに考えてお

ります。将来に長くにわたってはどうか

ということでございますが、それでは今

地元の自治会でどういうふうに引き継ぎ

をなされるのか、場合によってはこの管

理を全額市に任せるというような財産区

財産が出てくるかもわかりません。今の

ところ財産区としてそれぞれの役員をもっ

て運営に当たられているということでご

ざいます。

○野口博委員長　三好委員。

○三好義治委員　将来的なことと今の現

実の課題について指摘をさせていただき

ましたが、だから今の財産区の方々が将

来的にどういうような体制でやるのかい

うのを、これは市の責任の中でやるべき

だということなんで、これはまた早急に

地元と交渉をしながら、不利益行為が起

こらんようにこれをやっていただきたい

というように思います。これ以上きょう

は追求しませんので。追々また機会があ

れば追求していきたいと。ただ、今の繰

越金の取り扱いで、当初予算で上げて決

算まで、補正も組まずに議会に提示もせ

ずに云々ということについては、我々は

財産区財産の執行権が市長にあって、そ

れのチェック機能が議会に委ねられてい

る中で、チェック機能が果たせないとい

うのは非常に残念でございます。この仕

組みについては、補正も組みながらやっ

ていただくようなことを要望しておきた

いというように思います。それぞれ今の

貸付収入での単価並びに面積関係が、こ

れは変更はありませんが、会計間の中で

の繰り出し金が変更があるいうことは、

我々今回でも決算で仮にしますよね、決

算で。ということは、この繰越金は信用

なりませんよということですか、１４億

８，８００万円は。そういうことになる

んですよ。じゃあこの数値の次年度への

逓次繰越金の１４億８，８００万円の信

憑性ね、先ほどの総務部長の御答弁です

と、次年度の当初予算の繰越金が１４億

８，８００万円で上がってくるわけなん

です。年度間においてまた上がるんです

か。この点について御答弁いただきたい

なと思います。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後１時４１分　休憩）

（午後１時４３分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　総務部長。

○有山総務部長　平成２３年度の繰越金

の当初予算で、繰越金１４億８，７２６

万円を計上させていただいております。

今回の２２年度の決算書でございますが、

８１ページを見ていただきますと、実質

収支で１５億３，８１１万９，２４７円

となっておりまして、ことしについても

約５，０００万円当初予算との差が出て

おります。今後補正をして、その内容に

ついて明らかにするということにつきま

しては検討をしてきたいというふうに思

います。これは歳出との関係もございま

して、補正予算を組む必要がないという

判断を今まではしておりましたが、補正

を組むか、もしくは議会に決算剰余とそ

の当初予算に計上している歳入の繰越額

との差異について何らかの形で御報告、

あるいは御説明をさせていただきたいと

思います。

○野口博委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

（午後１時４４分　休憩）

（午後１時４７分　再開）

○野口博委員長　再開します。
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　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　討論なしと認め、採決

に入ります。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第５号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　以上で本委員会を閉会いたします。

（午後１時４８分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　総務常任委員長　　野　口　　　博

　総務常任委員　　　川　端　福　江
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